
基 発 第 0331007号

平成 20年 3月 31日

厚生労働省労働基準局長

( 公 印 省 略 )

都道府県労働局長 殿

｢最低賃金に関する実態調査｣の実施について

標記については､平成 19年 3月 29日付け基発第 0329002号 ｢｢最低賃金に関する実態

調査｣の実施について｣に基づき､調査を行っていたところであるが､今般､ ｢最低賃金

に関する実態調査要綱 (以下 ｢調査要綱｣とい う｡)｣を別添のとお り変更することとし

たので､下記の事項に留意の上､調査の実施に遺漏なきを期ざれたい0

なお､平成 19年 3月 29日付け基発第 0329002号は､本通達をもって廃止する｡

記

1 調査全般について

(1) 本調査は､調査要綱にあるとおり ｢賃金改定状況調査｣及び ｢最低賃金に関する基

礎調査｣の2つから構成されており､ ｢最低賃金に関する実態調査｣はその総称であ

ること｡

(2) 本調査は､中央最低賃金審議会及び地方最低賃金審議会における最低賃金の改正等

の審議に際して極めて重要な資料となるものであるので､調査要綱の内容を十分理解

した上､調査の実施に当たること｡

(3) 調査結果は､目安審議､地域別最低賃金の金額改定及び産業別最低賃金の決定又は

改正のための審議資料として使用されるものであること｡

(4) 本調査に用いる調査票等の調査用晶は別途送付すること｡

2 調査対象について

調査対象事業所及び調査対象労働者は､調査要綱により選定すること｡



3 調査の実施について

(1) 調査の実施に先立ち､調査担当者に対して､調査の内容について理解の徹底を図る

こと｡

(2) 調査対象事業所に対しては､調査に対する理解と協力を得るとともに､調査票が正

確に記入されるように必要な指導を行うこと｡

(3) 調査票のうち､月間所定労働 日数､ 1日の所定労働時間数の項目については､実態

に即 した記入がなされるように留意すること｡

4 調査票の回収及び点検について

(1) 調査事業所の協力を得て､調査票の早期回収に努めること｡

また､回収に当たっては､はがき､電話による督促､その他の効果的な方法により､

調査票の回収率の向上に努めること｡

(2) 調査票については､所要の点検を行い調査内容の精度の向上を図ること｡



別添

最低賃金に関する実態調査要綱

Ⅰ 調査の 目的

この調査は､最低賃金法 (昭和 34年法律第 137号)に基づいて､中央最低賃金

審議会､地方最低賃金審議会における最低賃金の決定及び改正等の審議に資するこ

とを目的として､中小零細企業又は事業所の労働者の賃金の実態及び賃金改定の状

況等を把握す ることを目的とする｡

Ⅱ 賃金改定状況調査

1 調査の範囲

(1) 地域

全国

(2) 産業

日本標準産業分類 (平成 14年 3月改訂)に定める産業の うち､次に掲げる

産業 とする｡

イ 製造業

口 卸売 ･小売業

ハ 飲食店,宿泊業

二 医療,福祉

ホ サー ビス業 (他に分類 されないもの)

(3) 事業所

(2)に掲げる産業に属 し､常用労働者数が 30人未満の企業規模に属する民営

事業所で､ 1年以上継続 して事業を営んでいる事業所

(4) 労働者

前年 6月 1日又は当年 6月 1日において､(3)に掲げる事業所に雇用され る

労働者

2 調査対象

(1) 事業所

Ⅲの 1の(3)の事業所の うちから一定の方法により抽出された約 1万事業所

(2) 労働者

前年 6月 1日又は当年 6月 1日において､(1)の事業所に雇用 されるすべて

の労働者 (臨時労働者 ･パー トタイム労働者を含む｡)

3 調査事項

次に掲げる事項 とする｡

(1) 事業所に関する事項

イ 主要な生産品の名称又は事業の内容

口 事業所の労働者数

- 労働組合の有無
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ニ 事業所の月間所定労働 日数

ホ 事業所の 1日の所定労働時間数

へ 事業所の前々年度の年間所定労働 日数

卜 事業所の前年度の年間所定労働 日数

チ 賃金改定状況

(2) 労働者に関する事項

イ 性

口 就業形態

ハ 年齢

二 勤続年数

ホ 職種又は仕事の内容

- 賃金形態

卜 基本給額 (前年 6月分及び当年 6月分)

チ 諸手当 (前年 6月分及び当年 6月分)

リ 精皆勤手当､通勤手当及び家族手当 (当年 6月分)

ヌ 月間所定労働 日数 (前年 6月分及び当年 6月分)

ル 1日の所定労働時間数 (前年 6月分及び当年 6月分)

4 調査対象期 日

原則 として､ 6月 1日現在の状況について行 う｡

5 調査の実施期間

原則 として 6月 1日から6月 20日までとする｡

6 調査機関

(1) 都道府県労働局長は､その管轄区域内にある事業所の調査に関し､厚生労働

大臣の定める事務を行 う｡

(2) 都道府県労働局長は､(1)の事務の一部を労働基準監督署長に行わせること

ができる｡

(3) この調査には､都道府県労働局及び労働基準監督署の職員を従事 させ る｡

7 調査方法

(1) 調査票

この調査は､賃金改定状況調査票 (別添様式 1)によって行 う｡

(2) 調査票の作成及び提出

調査は､実地日計の方法により行 う｡

イ 都道府県労働局長は､調査対象事業所の事業主に対 し､ (1)の調査票を配

布する｡

ロ 調査票の配布 を受けた事業主は､その調査票に必要事項を記入 し､ 6月

18日までに都道府県労働局長に対 し､調査票を提出する｡

ハ 都道府県労働局長は､調査票を審査 し､これを取 りまとめの上､ 6月 20
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日までに厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課あて送付する｡

8 集計事項

集計事項は次のとお りとする｡

(1) 地域､産業､規模､労働組合の有無及び賃金改定時期別平均賃金改定率､賃

金改定事業所数

(2) 地域､産業､規模､労働組合の有無及び賃金改定未実施理由別事業所数

(3) 地域､産業､規模､性及び就業形態別労働者 1日当た り平均所定内賃金改定

率

(4) 地域､産業､規模､性及び就業形態別労働者 1時間当たり平均所定内賃金改

定率

9 集計方法

厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課において集計を行い､結果原

表を一部作成する｡

10 結果の公表

中央最低賃金審議会における審議資料として用い､調査結果を議事要旨の添付

資料等 として公表する｡

11 関係書類の保存期間と保存責任者

調査票及び結果原表 (ともに内容を記録 した電磁的記録媒体を含む｡)の保存

期間は､それぞれ 1年及び 3年 とし､これ らの保存責任者は､厚生労働省労働基

準局長 とする｡

Ⅲ 最低賃金に関する基礎調査

1 調査の範囲

(1) 地域

都道府県労働局長の管轄する地域とする｡

(2) 産業

日本標準産業分類 (平成 14年 3月改訂)に定める産業のうち､次に掲げる

産業 とする｡

イ 製造業

口 情報通信業のうち新聞業､出版業

ハ 卸売 ･小売業

二 飲食店,宿泊業

ホ 医療,福祉

- サービス業 (他に分類 されないもの)

(3) 事業所

(2)に掲げる産業に属 し､製造業及び情報通信業の うち新聞業､出版業は 100

人未満､卸売 ･小売業､飲食店,宿泊業､医療,福祉及びサービス業 (他に分

- 3 -



類されないもの)は 30人未満の常用労働者を雇用する民営事業所

(4) 労働者

6月 1日において､(3)に掲げる事業所に雇用される労働者

2 調査対象

(1) 事業所

Ⅲの 1の(3)の事業所のうち一定の方法により抽出された約 11万事業所か

ら､賃金改定状況調査票をもって代える約 1万事業所を除いた約 10万事業所

(2) 労働者

Ⅲの 2の(1)の事業所のうち 30人未満の常用労働者を雇用す る事業所につ

いてはその全労働者､30-99人の常用労働者を雇用する事業所については､

その2分の 1の労働者 (臨時労働者 ･パー トタイム労働者を含む｡)

3 調査事項

次に掲げる事項 とする｡

(1) 事業所に関する事項

イ 主要な生産品の名称又は事業の内容

口 事業所の労働者数

ハ 労働組合の有無

(2) 労働者に関する事項

イ 性

口 就業形態

ハ 年齢

二 勤続年数

ホ 職種又は仕事の内容

へ 賃金形態

卜 基本給額

チ 精皆勤手当､通勤手当､家族手当及びその他の手当

り 月間所定労働 日数

ヌ 1日の所定労働時間数

4 調査の対象期 日

原則 として､ 6月 1日現在の状況について行 う｡

5 調査の実施期間

原則 として 6月 1日から7月 31日までとする｡

6 調査機関

(1) 都道府県労働局長は､その管轄区域内にある事業所の調査に関 し､厚生労働

大臣の定める事務を行 う｡

(2) 都道府県労働局長は､(1)の事務の一部を労働基準監督署長に行わせること
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ができる｡

(3) この調査には､都道府県労働局及び労働基準監督署の職員を従事させ る｡

7 調査方法

(1) 調査票

この調査は､最低賃金に関する基礎調査票 (別添様式 2)によって行 う｡

(2) 調査票の作成及び提出

調査は､実地日計の方法により行 う｡

イ 都道府県労働局長は､調査対象事業所の事業主に対 し､(1)の調査票を配

布する｡

ロ 調査票の配布 を受けた事業主は､その調査票に必要事項を記入 し､ 7月

12日までに都道府県労働局長に対 し､調査票を提出する｡

8 集計事項

集計事項は次のとお りである｡

(1) 地域､産業､規模､労働組合の有無､性､年齢､就業形態及び所定内賃金障

級別労働者数

(2) 地域､産業､規模､労働組合の有無､職種､勤続年数及び所定内賃金階級別

労働者数

9 集計方法

都道府県労働局長は､最低賃金に関する基礎調査の調査票に､管轄区域内の事

業所に係る賃金改定状況調査票のすべてを加 え､さらに､管轄区域内の事業所に

係 る賃金構造基本統計調査事業所票及び個人票を必要に応 じて加えて集計を行

い､結果原表を一部作成する｡

10 結果の公表

地方最低賃金審議会における最低賃金の決定及び改正の審議資料 として用い､

調査結果を議事要旨の添付資料等として公表する｡

11 関係書類の保存期間と保存責任者

調査票及び結果原表 (ともに内容を記録 した電磁的記録媒体を含む｡)の保存

期間は､それぞれ 1年及び 3年 とし､これ らの保存責任者は､都道府県労働局長

とする｡
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総紡省求認ぬ272･1-i守､最古期限平成25()年l=耶

1, 事業所 に関する事項 (;li一)

企買規模番号網査LF峨番号1,1-リ人21〔い-2リ人I.県庁所在掛S市2.地-b小都市
連 絡 先 T且L

主要な生産品の古称

又 は 群発 の 内容

ほ慧詑管だ瑠 警)

紀 入 担 当 者

最低賃金に関する実態調査
政L7)うち 牧村

賃 金 改 定 状 況 調 査 票 厚生労働省 ⑳

(

17;)償金改定J)状況

平成3岬 1月からr)何までのf剛こ､定期昇給.ペー-スアップによる貸金引上げ､又は貸金引1rげを采施しま

F',,1岬 均引上げ 又は引下げ率恥 ぺらILlす.･5.･･- [:コ .口 .K

2.労働者に関する事項

I(tit鮎 蛇 の刺 的 柏は昨年と雌 Lて､→

1 rT年 同 様 . 7月5.I).韓爽施 の予

JIJ抄･CF-は1-6耶:爽施したが.a卒は7月以緑爽油の 子息,

3413 昨年は爽施した肌 今年は凍÷の予定ヾ

昨年は瀦感していないし､今iも箱樋しない予奄6

r t:I'逮 (2)労働背番 号甜 (3)性 I.4.6!汗tZ),iA班 (.a)年齢 勤鹿 (6)白 紙 年 救:相ib肘和解:i年I (7)職櫨叉は仕事の内容 平 成 19汁.年 (; 8 分(9)手 当部i) 平 成.2O 年 6月 分 品I.8;I賃金形態J.tuこ基本給繊 緒#I(月由一捧 帥j月労開 胸 l川l労El 伽の時 03.,.& 本 給i 一一一き~ 萌したま 紬柏 手 娯rq 放)-■LL'ー~ ーLLe 亡J.LIうち うちミ]詩 ilG.l7う ち ひ'.II巧労間働
終噂 I - 汚乙屑鷲l'3 -5未満 ニー 万圭千 一引十…円 万:;千栖蔓十i門 日 時間 万…千l軒 十 円 77 1ニ●針 十i円 万垂千 ■酎 十!円 万…千卜軒 十げ.育::千 官;;十享円 日 時間

1 】_･-IiJ'J 一23456 】.り3 蔓I

り 1Ill122 1234a¢ 1ウ33 1り∠一1 12I.lJ45(5 1ワ3 i
4 1212 12345E3 1･l>3

5 1212 12a456 123

(i 1212 】.23456 123

I 1212 123456 123

S 1212 1り3456 123

9 1 2 12I! 1り 456 1 2 3 i壬 i0 1 2 1 り 1 2 456 1 2 3 I

(注 目 2枚目以降については.rl,事茶所に関する事項｣欄は記入する必要はありません.
(;王2)平成20年の賃金形態 (月給､日給.時間給の別)が平成19年と異なる場合は､平成20年の基本給額を平成19年の賞金形態に対応する金額に換算して(12)に記入してくださいぅまた､平成19年6月2日以降濯用され､平成20年6月1日に在籍している労働

者については､平成20年の貸金形態に関し､(8欄の1､2､3いずれか絃当するものにOをつけてください｡

※ 犯人に当たっては､県又は骨のボールペンを使･'て､⊂コ (六線)の中に記入してください.



総栴省前捻軌272～iS学し終期1呪平成2:(7年1ニ:那

1. 事 業所 に関す る事項 (注)

t'ltl都完所o'}労働審歓 (注 目
(陳時､/トートを含む)

平成20年6円】El現在

t2) 尊菜所における

労働組合の有無

2.労働著 に開す る琴項

l..L.還 .A:-:.:i::I....L∴ 了 一二∴ L I/:'',ti∴ 号 II:;:I.;:I.:J.ミ＼:∴".::i-1=･:･i.｢1r 'ご :い -'pl';･':∴ ■̀､l
(2,i

分 御 者 番 号

韻号､妃号.氏名 lイニit･
Jい 櫛だ(/)方技でも鈷梢で

ItTが､役に内管についてお
捲れ7r･志ことが友.LJますgJ
で{･のと増にわかさように
し'l:おいて ください_

‡7)

峨概又は仕事の内容

例えばLブしス工.描姥工､愈尿碑査工､

綿棒片付け.純軌 選別.はんだ付けなと

と具体的に紀入してくだ老い｡

な.13.技能習得中.})喝おは (技能習得や)

と井i!̂ してください.

最低賃金に関する実態調査
故UT)うち 牧田

最低賃警 賢さ票 ,W 査票 厚生労働省 ⑳

干_∴ : / 二∴ ~∴

7=りすることはありません.

〔記入上の注,S:J
i. ※綱は記入しないでください｡

2･ 平成20年 6局1円現在 (ただ し､20:,L.8hLl･臼にrr)いては実横ではなく､平成2岬 F･月号の見込み)叫 モ
紀を記入してください`

3･ 犯人にzE･たってL･L 熊又は背のボールぺ:,を使って.⊂:コ ･太線)の中について記入して(た.B･い､
ィ.故事はすべて 1.2.3,････叫.)欝用故芋を使ってください｡

ロ.Oで弼む場合は､いIgr机か 1つの数字ri･Li)a)ようにOで班′LでくださいC

他 日 常勤削こ捻以下vv糟 を除Ja.ます1ただし､ ロ又はハd)g･でも. ･船･})労働着と岡L:ように細別 ,

1判じ給与規則によ･7て給与a･受けている場合は労働削=含めます｡

ィ.革常並､社長 ロ.埋乳 取締役などq)役邑 ハ.家族従弟爵

(江Il) 2のI'1割こついて.例えば土曜 日など1Elの所性労触時間数の半分だけ触 く場合は0.5EIと数えて
(ださい｡

(注油) 2の!1･mLついては.例えば 7時約15分は 7,3.'[時間30分は 7.ら.7時間4的 は 7.8と,ト釈点を用
いて記入してくださいB

(8i

基本給Jj貸鹿形鰻及び
6月 J)基本給親

牲魚形態が月給なら月蝕を.i:消去ならr]

葛を､臥 してくF-'さL･･発韓長薙ふ､

狐 ぷ抜熱演 敗 j棚

㈱ 革期 は 輿芙E.Al,･J,uq!戯′l請
腿 とF'i胤 批 bl

6 月 分 の 識 手 当 (月 額)

l‡巧め所在労勝El数を･納棺倒した場合に支払われるべき手当Q川裾を記入してください'

(117E

その他の手当

ただし､貰守.時間
外.F-臥 早til･F-当､
輝だLT-鳩､株日手
当.御口紅-f一当等
ほ抑蕪宍'J-q

(i.ill
(注 1日

月 間 所 滝
労 働 日 故

朝 風E3鉄芙

鶴 .ii.,,葦だ3.
ZL)l.】を除 いた所在野馳白帆を農だ入して<
7=TaH,.｡

(注) 2枚Ei以降については､rl.笹某所に関する郡 AJ柵は記入する必欝はあLJません9
53
JJ
,:5

苅

糾

2


